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１ 川越市総合交通計画の策定の必要性について

計画名：川越市総合交通計画

１

目的

人口減少・超高齢社会に対応し、持続可能な地域公共交通を実現するため、従来の公共交通だ

けでなく、自家用有償旅客運送などの活用について検討が必要となっており、地域における多様な
輸送資源を活用し、地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにする地域公共交通
のマスタープラン作成を目的としています。

根拠

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

第三章 地域公共交通計画の作成及び実施
第一節 地域公共交通計画の作成

（地域公共交通計画）
第五条 地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で
又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、
地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画
（以下「地域公共交通計画」という。）を作成するよう努めなければならない。

現状・背景

【現状】人口減少等による長期的な利用者の落ち込みに加え、運転手不足の深刻化など、地域交通を取り巻く環
境は年々厳しさを増しており、「民間の交通事業者が収益を確保できる形で公共交通を担う」という構造が難し
くなってきています。

【背景】地域交通を取り巻く環境が厳しさを増す中、地域の暮らしと産業を支える移動手段を維持・確保するこ
とが課題となっています。地方公共団体が中心となり、多様な関係者が連携しながら、地域の移動ニーズを踏ま
えて、地域自らが望ましい交通のあり方をデザインしていくことが重要となってきていることから、地域交通の
マスタープランとなる「地域公共交通計画」の作成を努力義務化するよう法改正が行われたものです。



計画期間：令和９年度から令和18年度（10年間）

29年 30年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 ～19年

川越市都市・地域総合交通戦略（計画期間：10年間）

交通戦略（追補版）

検討

川越市総合交通計画
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なお、令和７年度から令和８年度を調査及び作成期間とし、令和９年３月の策定を予定してい
ます。
※「川越市都市・地域総合交通戦略」の計画期間満了（令和８年度）に合わせ作成いたします。

１ 川越市総合交通計画の策定の必要性について



２ 検討体制について

【根拠法令】「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」
第三章 地域公共交通計画の作成及び実施
第一節 地域公共交通計画の作成

（地域公共交通計画）
第五条
１０ 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第二項第四号に掲げ
る事項について、次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織され
ていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする
事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会と協議をしなければならない。

⚫ 法定協議会：川越市公共交通利用促進協議会
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」により、地域公共交通計画の作成は、協議会が組

織されている場合には協議会における協議をしなければならないと定められています。

（協議会における過去の協議内容）
• 川越市都市・地域総合交通戦略及び追補版の策定の協議
• 川越市都市・地域総合交通戦略の進捗状況報告

川越市総合交通計画の作成に関する協議については、川越市公共交通利用促進協議会で
協議することが法律により定められていますが、幅広い分野からの意見を反映させるため、
川越市交通政策審議会において意見聴取を行うものです。
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会議名 公共交通利用促進協議会 交通政策審議会

設置根拠 川越市公共交通利用促進協議会規約 川越市交通政策審議会条例

根拠法令等
・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
・道路運送法、同法施行規則
・都市・地域総合交通戦略要綱（国）

なし

市との関係 市が主宰（会議の構成員） 市長の附属機関

委員数 27名 21名（臨時委員含む）

任期 任期の定めなし ２年

構成員

地方公共団体（川越市、埼玉県）、公共交通事
業者（鉄道・バス・タクシー事業者、バス協
会）、道路管理者（国道事務所、県土整備事務
所）、公安委員会（県警）、利用者・学識経験
者（自治連、商工会議所、ＪＣ、観光協会、女
性団体、大学）、地方運輸局（関東運輸局、同
埼玉支局）、運転手の団体（バス労組）

地方公共団体（埼玉県）、公共交通事業者（バ
ス事業者）、公安委員会（県警）、利用者・学
識経験者（自治連、商工会議所、老人クラブ、
女性団体、交通安全母の会、社協、障害者団体、
大学、議員）※臨時委員として県乗用自動車協
会

※「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」で示された地域公共交通計画の協議における会議の構成員
①地方公共団体、②公共交通事業者、道路管理者、その他地域公共交通に定める事業の実施予定者、
③公安委員会、④地域公共交通の利用者、学識経験者

所掌事務

・地域公共交通計画及び交通戦略の作成・変
更の協議、並びに実施に関すること

・乗合旅客運送の態様及び運賃・料金の協議
・その他輸送サービス ほか
※結果尊重義務あり
（川越市公共交通利用促進協議会規約第8条）

本市の交通政策に関する重要事項
※平成29年第５回定例会の議案質疑において、
審議会は、シャトルとかわまるを審議する他、
戦略の進捗報告や新たな課題審議すると説明
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２ 検討体制について（参考）



川越市地域公共交通計画を作成する理由

交通計画と交通戦略を一本化することで、各地域における多様な交通サービスについて、道

路整備等のまちづくりとも連動した検討を行うことが可能となり、より地域の実情に即した望ま
しい交通のあり方、将来都市像を示すことが可能となります。

交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策
の推進

地域の公共交通の活性化及び再生の推進

①都市における現状及び課題
②都市が目指す将来像
③総合交通戦略の区域
④総合交通戦略の目標
⑤目標達成に必要となる施策・事業
⑥関係者の役割分担を踏まえた実施
プログラム

⑦推進体制
⑧その他必要な事項

①基本的な方針

②地域公共交通計画の区域
③地域公共交通計画の目標
④前号の目標を達成するために行う事
業及びその実施主体に関する事項

⑤地域公共交通計画の達成状況の評価
に関する事項

⑥計画期間
⑦その他必要と認める事項

・都市・地域戦略推進事業費補助
（補助対象者）地方公共団体、法定協議会等
（補助率）３分の１
※立地適正化計画等に位置付けられた事業等は２分の１

（対象地区）
立地適正化計画の都市機能誘導区域や生活拠点区域及び
総合的な交通戦略を策定している区域等

（対象事業）
⑴整備計画等に関する事業
⑵公共的空間等の整備に関する事業
⑶公共的空間又は公共空間の整備に併せて実施される事業

・地域公共交通確保維持改善事業
⑴地域公共交通確保維持事業
⑵地域公共交通バリア解消促進等事業（一部計画策定を要件）
⑶地域公共交通調査等事業（一部計画策定を要件）
⑷先進車両導入支援事業
⑸先進車両導入支援試験実証事業

・地域における受入環境整備促進事業
⑴交通サービス利便向上促進事業
⑵インバウンド先進車両導入支援事業

・地域公共交通再構築事業
地域公共交通特定事業実施計画の認定を受けた公共交通施設整備

目
的

記
載
項
目

国
か
ら
の
支
援

【都市・地域総合交通戦略】 【地域公共交通計画】

道路等まちづくりを含む内容 公共交通に関する内容

重複が多い

※多岐に渡るため、
対象事業のみ記載

両者、計画作成を要
件とする補助制度有

都市・地域総合交通戦略要綱（国） 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律根
拠

法
令
等
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３ 策定方針及び計画概要

(１) 都市・地域総合交通戦略との一本化

作成や進捗管理に
係るコストの削減

活用できる国の支援策
が拡大



市民が暮らしやすく、
訪れる人を魅了する
「川越のまち」の
活動を支える交通の
実現

基本目標 地域の特性に応じた持続可能な
交通ネットワークの構築

都心核・地域核間及び隣接する
都市を結ぶ基幹的交通軸の

維持・強化

都心核の特性に応じた
移動環境の確保

方向性１

方向性２

方向性３

基本目標と３つの方向性は以下のとおり

３ 策定方針及び計画概要 〈現行の交通戦略の構成〉

現行の交通戦略
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〈現行の交通戦略の構成〉
３ 策定方針及び計画概要

(２) 現行の交通戦略の構成



川越市地域公共交通計画のイメージ

誰もが
安全で快適に移動できる
持続可能な交通環境の実現

基本目標 地域の特性に応じた
持続可能な交通ネットワークの構築

安全で、快適な交通環境の整備

方向性１

方向性２

基本目標と方向性のイメージは以下のとおり川越市総合交通計画
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4. 策定方針及び計画概要 〈川越市総合交通計画の作成イメージ〉３ 策定方針及び計画概要

(３) 川越市総合交通計画の構成イメージ



地域公共交通計画における追加内容① 地域公共交通の「リ・デザイン」

○新たに交通ＤＸ（新技術）やＧＸ（省エネ・脱炭素）、３つの共創（事業連携）等を追加・拡充
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３ 策定方針及び計画概要

(４) 地域の移動ニーズを踏まえた持続可能な地域交通の実現



地域公共交通計画における追加内容② 地域の輸送手段の総動員

不特定

特定

利
用
者
特
性

輸送密度低 高

鉄道

路線バス

市内循環バス

デマンド型交通

タクシー

シェアサイクル

自家用有償旅客運送

福祉有償運送 送迎バス

対象とする輸送手段

○公共交通以外の地域内の輸送手段も調査し、各交通モード間の連携や棲み分け等を検討・整理
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道路運送法における
許可又は登録を要しない運送

３ 策定方針及び計画概要

(４) 地域の移動ニーズを踏まえた持続可能な地域交通の実現

マイカー
※マイカーは地域公共交通計画における輸送手段としては対象外
ただし、道路ネットワークや交通円滑化は交通戦略の対象



反
映 現交通戦略で継続すべき内容

川越市地域公共交通計画のイメージ

○川越市の上位計画・関連計画
・（仮）第五次川越市総合計画
・（仮）第２次川越市都市計画マスター

プラン
・（仮）第２次川越市立地適正化計画…等

※上記計画改訂と合わせた調整が必要

○地域公共交通計画に盛り込むべき内容
・交通ＤＸ
・交通ＧＸ
・３つの共創
・地域公共交通特定事業（補助金活用）…等

○本市における現状の課題・今後の取組
・北部市街地の交通円滑化対策
・川越シャトルとかわまるの見直し
・公共交通以外も含めた各交通の連携と
棲み分け

・新たな交通課題への対応…等

○法令、国・県の計画や方針等
・地域公共交通の活性化及び再生に関する
法律

・第２次交通政策基本計画
・地域公共交通の「リ・デザイン」…等

現交通戦略を踏まえつつ、社会情勢や交通環境の変化、法令や国・県
の方針、本市総合計画等を反映し、新たな内容の追加や更新を図る。
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整合性や連携を図るべき内容

新たな記載・更新が必要な内容

整合

川越市総合交通計画

法令や国・県の計画・方針、本市総合計画等との整合性を図るとと
もに、都市計画マスタープランや立地適正化計画と連携を図る。

連携

３ 策定方針及び計画概要

(５) 法令や上位計画等との整合や関連計画との連携



令和６年度 令和７年度 令和８年度

協
議

意
見
聴
取

協
議
会

（
方
向
性
・
進
め
方
）

審
議
会

（
方
向
性
・
進
め
方
等
）

協
議
会
（
最
終
案
）

審
議
会
（
原
案
）

パ
ブ
コ
メ

審
議
会
（
素
案
）

協
議
会
（
骨
子
案
）

協
議
会
（
原
案
）

審
議
会
（
骨
子
案
）

協
議
会
（
申
請
）

協
議
会
（
素
案
）

４ 策定スケジュール

※協議会：川越市公共交通利用促進協議会 審議会：川越市交通政策審議会 11

川越市総合交通計画は、以下のスケジュールで策定していく予定です。

令
和
６
年
10

月
4

日
開
催
済

協
議
会

（
課
題
・
方
向
性
）
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